
ソニー損保が取組む環境保全活動

お客様とともに取組む環境保全活動

■そらべあ発電所寄贈による、CO₂削減実績

ソニー損保が寄贈した
「そらべあ発電所」18基の発電量実績
（2009年度～2016年度の累計、2017年3月2日時点）

CSR（企業の社会的責任）の取組み
ソニー損保は、1999年秋の営業開始時から社会の一員としてCSR（企業の社会的責任）を自覚し、企業の成長と
ともに一層その自覚を強めてきました。当社の事業活動は、多くのステークホルダーの皆様のご支持によって成り
立っているからこそ、CSRに真剣に取組み、ステークホルダーの皆様に提供する価値を高めていくことが使命で
あると考えています。
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損害保険事業の適切な遂行（商品・サービスの提供）

環境保全活動

発電量：203,622kwh
CO2削減量：116.72t-CO2/kwh

28 29

【理　　念】
当社は持続可能な社会の実現に向けた「ソニーグループ環境ビジョン」を踏まえ、企業活動のあらゆる面で環境保全に配慮して行動します。

【方　　針】
1. 環境マネジメントシステムの運用により、事業活動およびサービスを通じて環境に与える影響を的確に捉え、環境負荷の低減を図ると

ともに事業の継続的な改善に努めます。
2. 環境目的・目標を設定し全社で環境管理を推進するとともに、継続的な見直しを行います。
3. 事業活動を行う上で適用を受ける環境関連の法律、条例を遵守します。
4. この方針を達成するため、内部環境監査を実施し、環境マネジメントシステムの維持向上を図ります。
5. 社内における環境教育・社内外広報活動を実施し、環境方針の周知徹底、環境保全に関する意識向上を図ります。

ソニー損保の環境方針

損害保険制度は、暮らしや企業の活動において「小さな負担（多数の人々が保険料という形でお金を出し合うこと）で、いざ
という時の大きな安心（出し合ったお金から補償を受けること）を得ることができる」という、相互扶助の精神に基づいた
しくみです。
このしくみが適切に運用されること、つまり損害保険事業を適切に遂行することが、私たち損害保険会社の社会的責任
の根幹です。そのためには、お客様のニーズにお応えできる、お客様に信頼・安心していただける商品やサービスを提供
していくとともに、お客様の声を傾聴し商品・サービスに反映させていくことが最も大切であると考えています。

☞ 「お客様の声」に対する取組みについては、6～9ページをご参照ください。
☞ 商品・サービスについては、31～41ページをご参照ください。

地球環境保護がすべての企業にとって重要な責務であるとの認識に立ち、環境方針を定めて全社で環境保全活動に
取組んでいます。
また、当社では、保険という目に見えない商品を扱ううえで、契約関連書類や手続書類の郵送などのために紙や電気
といった資源を消費している事実に加え、主力商品である自動車保険が二酸化炭素（CO₂）を排出する自動車の利用
を前提としていることなどから、事業活動に関連のある環境負担軽減を目指した取組みも進めています。

■環境マネジメントシステム
ソニー損保を含むソニーグループでは、全世界共通の環境
マネジメントシステム（ G l o b a l  E n v i r o n m e n t a l  
Management System）にて環境活動を行っており、
国際規格であるISO14001のグローバル統合認証を取得
しています。ソニー損保では、本社事業所をISO14001の
認証対象としており、電力使用量およびコピー用紙使用量
の低減目標値を定めた省エネ・省資源活動や、事務用品に
おけるエコ商品比率を高めるグリーン購入の推進を行って
います。

■J-クレジット制度の活用
CO₂排出削減策の一環として、2007年度から2013年度に
かけてグリーン電力（＊1）を購入し、2014年度からは、
グリーン電力に代わりJ-クレジット制度（＊2）を活用してい
ます。2007年度から2016年度の10年間にわたるグリーン
電力証書システムおよびJ-クレジット制度の活用により、
総計約587トンのCO₂排出削減に寄与したことになります。

（＊1）風力やバイオマス（生物資源）、太陽光などの地球温暖化防止、CO₂の
排出削減に有効な自然エネルギーにより発電された電気の環境付加
価値を「グリーン電力証書」というかたちで購入するものです。

（＊2）J-クレジット制度はCO₂などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を
クレジットとして国が認証する制度で、当社は森林吸収プロジェクトの
クレジットを購入しています。

■各種契約手続のペーパーレス化
紙資源の節約、郵送にかかるCO₂排出量の削減を目的として、各種契約手続のペーパーレス化を推進しています。自動
車保険と医療保険においては、インターネットによる契約申込を可能とし、自動車保険では証券ペーパーレス割引を導入
することで、紙の使用量の削減・郵送の省略を実現しています。今後も、さらなるペーパーレス化に取組みます。
☞ 「証券ペーパーレス割引」については、34ページをご参照ください。

当社独自の取組みのほか、一般社団法人日本損害保険協会の一員として、事故・災害および犯罪の防止・軽減など、さまざまな社会貢献
活動に取組んでいます。同協会での取組みについては、同協会のウェブサイトをご覧ください。
■ 環境問題への取組み　http://www.sonpo.or.jp/efforts/eco/
■ 事故・災害・犯罪の防止・軽減　http://www.sonpo.or.jp/efforts/reduction/

自動車保険の「くりこし割引」のしくみを活用したプログラムで、ご契約者が予想より走らなかった距離の総合計100kmにつき
1円を、太陽光発電設備（ソーラーパネル等）の設置費用として「NPO法人そらべあ基金（以下、「そらべあ基金」）」（＊3）に寄付
しています。
そらべあ基金では、ソニー損保からの寄付金を、全国の幼稚園や保育園を対象にした太陽光発電設備の設置などに充当していきます。
ソニー損保のご契約者は、クルマの使い方をほんの少し見直すことで実際の走行距離が契約距離区分の上限を下回れば、「くり
こし割引」で翌年の保険料が抑えられるだけでなく、CO₂排出量も減り、太陽光発電設備の設置にも貢献することができます。
同プログラムにより、2016年度には2基の太陽光発電設備を幼稚園・保育園に設置しました。寄贈先の幼稚園・保育園での
寄贈記念式典の様子などは、エコロジーサイト（http://ecology.sonysonpo.co.jp/）で紹介しています。

（＊3）「NPO法人そらべあ基金」は、ホッキョクグマの兄弟「そらべあ」をシンボルに、再生可能エネルギーの普及活動や環境教育を行うNPO法人です。詳しく
は「そらべあ基金」のウェブサイト（http://www.solarbear.jp/）をご参照ください。ソニー損保は、「そらべあ基金」が推進する「そらべあスマイル
プロジェクト」のサポーターとして「幼稚園にソーラー発電所を☆プログラム」を実施しています。

（＊4）1基目から18基目までの、2009年度から2016年度までの累計発電量。（2017年3月2日時点の実績）環境省が発表している「電気事業者別排出係数
（代替値）」に基づいて算出。

（＊5）50年生杉1本の1年間のCO₂吸収量は14kg（出展:林野庁）として算出。
☞ 「くりこし割引」については、34ページをご参照ください。

2017年3月22日　社会福祉法人北出福祉会 なわてすみれ園（大阪府四條畷市）にて

そらべあ発電所寄贈記念式典

2016年9月13日　流山市幼児教育支援センター附属幼稚園（千葉県流山市）にて

■「幼稚園にソーラー発電所を☆プログラム」（NPO法人そらべあ基金への寄付活動）

当社がこれまでに寄贈した「そらべあ発電所」による発電量実績は、2009年度から2016年度までの12年間で203,622kwh
（＊4）、CO₂削減量は116.72t-CO2/kwhとなり、杉の木（＊5）に換算すると8,337本分に相当します。今後も「幼稚園にソー
ラー発電所を☆プログラム」を継続し、1基でも多くの「そらべあ発電所」を幼稚園・保育園に寄贈することで、子どもたちの環境
に対する関心を高めるためのサポートに加え、地球温暖化の防止をはじめとした環境保全活動を続けてまいります。

杉の木換算（＊5）

8,337本
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ソニーグループでは、自由闊達な企業風土のもと、比較的早い時期からダイバーシティ（多様性の受容）推進の取組みを
進めており、各企業が国と地域の特性に合わせたさまざまな取組みを行っています。
当社においても、商品やサービスといったビジネス面での進化のみならず、組織の「質の高さ」も進化させる必要があると
考えており、性別、年齢、国籍、障がいの有無、雇用形態などの違いにかかわらず、社員ひとりひとりが意欲を持って力を
発揮できる環境作りのため、ダイバーシティへの取組みを進めています。

生後1歳2ヵ月未満の子どもを育てる社員が育児のため
の休職を希望する場合、育児休職を取得することができ
ます。なお、状況により育児休職を一定期間延長すること
が可能です。また、子どもが小学校3年生までの間、1日
6時間の短時間勤務を選択することができます。

配偶者の出産支援および育児を行なうための特別休暇
です。子どもが1歳6ヵ月に達する日までの間で、5日取
得可能です。男性社員は、立会い出産、里帰り出産時の
妻子への付添い、配偶者の入院による他の子の世話等
の理由で取得することも可能です。

■ワーク・ライフ・バランス支援制度例
《育児休職・短時間勤務》 《パパママ休暇》

（＊1）ダイレクト保険会社とは、2013年度末時点で保険商品を主にダイレクトで販売している損害保険会社を指します。ダイレクト型の損害保険会社で初めてで
あることは、認定マーク「くるみん」取得について厚生労働省のウェブサイトに公表することを了承した企業における、2012年8月29日付ソニー損保調査に
よります。

☞ その他の福利厚生については72ページをご参照ください。

ダイバーシティの推進

2016年4月の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍
推進法）」の施行に伴い、2016年3月に一般事業主行動計画を策定しました。
行動計画では、女性活躍推進法の基本原則である「女性の採用・登用」「継続的
な両立支援」の両面から目標を設定し、女性社員のみならずすべての社員の
活躍推進を目指しています。エリア限定型社員が自らの意思で他の地域に異動
することができる「エリア留学制度」を導入し、エリア限定型社員の人材交流に
よる受入部門の活性化や、社員の新しい職場での経験を通じたキャリアに対
する意識醸成を目指しています。
また、エリア限定型社員が異なる部門に期限付きで異動することができる「社
内留学制度」を導入し、エリア限定型社員のキャリアパス拡大によるモチベー
ションの向上、および部門間の人材交流による相互の業務理解を通じた業務
スキル向上を目指しています。今後とも、制度改定・教育研修等のさまざまな
施策を通じ、社員のさらなる活躍の支援とより働きやすい職場環境の整備を
進めていきます。

従業員の仕事と生活のバランスを図るため、休暇・休職制度の充実など各種両立支援
制度の導入・整備を進めています。エリア限定型社員が結婚、出産、育児、介護や配偶者の
転勤で異動を希望する場合に異動を認める制度や、前記の理由により退職する社員を再雇
用する制度を導入したほか、育児休職や育児短時間勤務は法令を上回る制度を整備してい
ます。また、育児等のために利用することができるパパママ休暇制度は男性も多く利用して
います。
2012年8月には、東京労働局より子育てサポート企業としてダイレクト保険会社では初めて

（＊1）、また、2015年8月には2度目の「次世代認定マーク」を取得しました。今後も社員
一人ひとりがライフイベントをマネジメントしながら継続して働くことができる環境を整備
していきます。

女性の活躍推進

ワーク・ライフ・バランス

損害保険制度は、多数の人々が「大数の法則」に基づいて算出された保険料を支払う（お金を出し合う）ことで、事故が発生
した場合に保険金を受取る（出し合ったお金から補償を受ける）ことができる相互扶助のしくみです。このしくみを利用する
ことで、暮らしや企業の活動において「小さな負担で、いざという時の大きな安心（補償）」を得ることができます。

■保険料について
保険料は、事故発生時に支払う保険金に充てられる「純保険料」と、保険会社の運営に必要な経費などに充てられる「付加
保険料」で構成され、保険金額に保険料率を乗じて算出されます。

【保険約款では主に以下の内容が規定されています。】
1. どのような事故が補償の対象となり保険金が支払われるのか
2. どのような事故が補償の対象とならず保険金が支払われないのか
3. お支払いする保険金の内容および保険金額
4. ご契約に際して保険会社からの質問に正しくお答えいただく重要な

事項（告知義務）
5. ご契約後に、どのような契約内容の変更が生じた場合に保険会社に

その事実を連絡しなければならないか（通知義務）
6. どのような場合に保険契約が無効または失効となるか
7. どのような場合に保険契約が解除となるか、また解除の場合、保険契約

者および保険会社はどのような権利・義務を有するか

ウェブサイトトップページ

次世代認定マーク「くるみん」

自動車保険スマートフォンサイト
見積ページ 

インターネットや電話を通じて直接お申込みいただくダイレクト販売のほか、損害保険代理店委託契約を締結した代理店や、
ソニーフィナンシャルグループ各社を通じた販売も行っています。

■ダイレクト販売
テレビコマーシャルや新聞・雑誌の広告、インターネットなど
を通じて商品やサービスを広く案内し、直接、自動車保険や
医療保険を販売しています。
ソニー損保のご契約者の大多数は、公式ウェブサイトや
カスタマーセンターを利用して直接ソニー損保に契約の
お申込みをされています。

■代理店による販売
カード会社や通販事業者、インターネットの比較サイト、銀行
など、ダイレクト保険会社としてのメリットを活かした販売
経路が構築できる企業のほか、保険ショップなど対面募集を
行う保険代理店と損害保険代理店委託契約を結び、それぞ
れの企業が当社代理店としてソニー損保の保険商品を販売
しています。
●ソニー損保の代理店制度の特徴について
一般的な保険代理店の業務は、募集のほか、見積り・申込みの
手続き、保険料の領収、保険金請求のサポート、満期継続のフォ
ローなど多岐にわたります。一方、ソニー損保の代理店では募集
まで行い、以降の見積り・申込み、満期継続などの手続きを、ウェブ
サイトやカスタマーセンターを通じてお客様とソニー損保の間で
直接行うため、代理店に委託する業務は最小限となっています。
●代理店登録について
代理店は損害保険会社と代理店委託契約を結び、保険募集を
行うことができます。なお、代理店は、保険業法に従い所定の
手続きを経て代理店登録や募集人としての届出を行う必要が
あります。また、登録や届出にあたっては、損害保険募集人一般
試験の合格を要件としています。

保険のしくみ

損害保険契約は、保険会社が一定の偶然な事故によって被った損害を補償することを約束し、保険契約者はその対価として
保険料を支払うことを約束する、有償・双務契約です。
また、保険契約者と保険会社との合意のみで成立する諾成契約という性格を有していますが、通常、保険会社は契約引受の
正確を期すため、保険申込書あるいはそれに相当するものを使用します。さらに、契約締結の証として、保険証券または保険
引受証などを保険契約者に対して発行します。

目に見えない無形の商品である損害保険契約の内容を、
書面で箇条書きにして目に見えるようにしたものです。
損害保険会社と保険契約者・被保険者双方の権利・義務
を定めたものであり、その内容は双方を拘束するもので
す。保険約款は、基本的な内容を定めた普通保険約款と、
個々の契約によって内容を補足・修正する目的でセット
する特約により構成されます。

販売方法

損害保険制度

損害保険契約の性格

約款とは

ご契約のお手続きについて


